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はじめに 

 

次の事項に変更があった場合、すみやかに（変更から約１週間以内。ただし、すみやかに申請が

できない事情がある場合は、下記までご連絡ください。）システムから「変更申請」を行い、確認書

類を提出してください。滋賀県・滋賀県内の全 19 市町では、競争入札参加資格審査申請の受付

窓口を一本化しているため、各申請団体への変更届等の提出は不要ですが、一部団体においては

変更内容によって書類の提出を求める場合はありますのでご注意ください。 

 また、変更の手続き中に入札へ参加する場合、または、変更申請後１ヵ月を経過してなお変更前の

内容で入札通知等が送付されている等の場合については、各発注機関へお問合せいただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

なお、「変更申請」を行うまでに令和６年度（令和７年度名簿のための申請）の「新規申請」もし

くは「継続申請」を行った方は、本マニュアルの９ページの作業が必要となりますのでご注意くださ

い。 

 

連絡先：滋賀県土木交通部監理課審査契約係 ＴＥＬ：０７７－５２８－４１１６ 
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【変更日が異なる複数の変更申請をされる際の注意事項】 

変更日（事実発生日）が異なる変更事項がある場合は、変更日ごとに変更申請を行ってください。 

例えば、①4 月 1 日付け 主たる営業所の代表者変更 、 ②4 月 5 日付け 入札参加支店営業所

の代表者変更があった場合、まずは①4 月 1 日付けの変更申請を行い、それが受理されてから、 

②4 月 5 日付けの変更申請を行ってください。 

①②をまとめて申請されると変更日の判別ができませんので、お手数ですがそれぞれ申請をお願

いします。 

 

 

 

 

【変更事項】（以下の変更事項以外は原則共同受付対象外となっております。） 

主たる営業所（本社・本店） 

・所在地・郵便番号 

・商号・名称（フリガナ） 

・代表者職名・代表者氏名（フリガナ） 

・電話番号・ＦＡＸ番号 

・個人事業の代替わり（注１） 

・法人成（個人で入札参加されている方が法人を設立された場合）（注 1） 

・入札参加（一部）廃止（注：建設工事および土木施設維持管理業務のみ対象。コンサルタント等

業務についてはシステム対象外のため、入札参加団体へお問合せください。） 

・【建設工事】一般建設業許可⇔特定建設業許可の変更 

 

入札参加支店営業所（上記以外の場合） 

・所在地・郵便番号 

・支店名 

・支店代表者職名・代表者氏名（フリガナ） 

・電話番号・ＦＡＸ番号 

・入札参加（一部）廃止（注：建設工事および土木施設維持管理業務のみ対象。コンサルタント等

業務についてはシステム対象外のため、入札参加団体へお問合せください。） 

・【建設工事】一般建設業許可⇔特定建設業許可の変更 

 

上記の項目以外の変更が必要な方（吸収合併や営業所の廃止・追加など）については滋賀県へ

ご相談いただきますようよろしくお願いいたします。 
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（注１）個人事業の代替わりおよび法人成の手続きは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇変更申請および確認書類の提出方法 

【申請方法の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順１ システムにログインする。 

手順２ 変更申請から変更事項を入力する。 

手順３ 「申請書提出（確認）」ボタンを押し、その後「提出」ボタンを押

す。 

手順４ チェックリスト等の確認書類を滋賀県に送付する。 

個人事業の廃業 

速やかに留保措置に関する書類を提出（詳細は P11） 

建設業許可の申請 

建設業の許可 

経営事項審査の受審 

経営事項審査結果の通知 

システムの入力・入札参加資格審査申請受付担当に結果通知を郵送 

こ

の

間

は

入

札

に

参

加

で

き

ま

せ

ん 

システムの内容や提出書類を確認後、受理 
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確認書類の送付先（確認資料については１０ページをご確認ください。） 

確認書類は郵送または FAX により下記あて送付をお願いします。 

 

＜送付先＞ 

【滋賀県】 

（郵送）〒520-8577 大津市京町四丁目１番１号   

滋賀県土木交通部監理課 審査契約係 入札参加資格審査申請受付担当 

（FAX） 077-528-4891 

 

【大津市】 

（郵送）〒520-8575 大津市御陵町 3 番 1 号 大津市役所契約検査課 
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【システムの入力について】 

 

１ システムの起動 

滋賀県のホームページ内の「滋賀県市町入札参加資格審査申請ポータルサイト」内にある 

「滋賀県市町競争入札参加資格申請受付システム」をクリックしてください。 

 

２ ログイン  

「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

昨年の申請に用いた内容を入力します。 

 

昨年の申請時に用いた受付番号、ユーザＩＤ、パスワードを入力

します。 
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３ 変更申請 

①「申請年度」を「令和５年度（令和６年度名簿のための申請）」を選択します。 

②「変更申請」をクリックします。 

 
 

(１)変更情報の登録 

①入札参加廃止以外の変更の場合は「変更区分」において「変更」を選択します。 

入札参加廃止（一部廃止を除く全部廃止のみ）の場合は「削除」を選択してください。 

※入札参加廃止の場合は「削除」区分にしたうえで、変更日（入札参加廃止日）を入力し

てください。そのほかの登録情報を一式削除する必要はございません。 

 

②「変更・削除理由」を選択します。 

 

 

① 

② 

① 

申請年度は「令和５年度（令和６年度名簿のた

めの申請）」であることを確認してください。 

② 

支店・営業所に係

る変更含みます。 



7 
 

（２）業者基本情報 

変更情報について入力します。 

 「変更日（事実発生日）」については必ずご入力ください。 
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（３）変更情報の登録 

変更内容について入力ができましたら、「登録」ボタンをクリックします。 

 

 

（４）申請書の提出 

登録した申請内容の提出を行います。  

申請画面下欄の「申請書提出（確認）」ボタンをクリックします。 

 
 

 

 

「申請書提出（確認）」を押下しないと、その

後の「提出」ができません。 
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（５）「提出」ボタンをクリックします。 

 

以上で電子申請は終了です。提出いただく書類がございますので次ページをご確認の上、郵送

またはＦＡＸいただきますようお願いいたします。 

※すでに令和６年度（令和７年度名簿のための申請）の「新規申請」もしくは「継続申請」を行った

方は、以下の点にご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「提出」ボタンを押下しないとステータスは

「入力中（業者）」のままです。 
必ず「提出」ボタンを押下してステータスが

「申請書提出」になっていることを確認して

ください。 

※注意！！ 
 
今回の「変更申請」の内容は「新規申請」、「継続申請」に自動的には反映さ

れません。 
すでに令和６年度（令和７年度名簿のための申請）の「新規申請」もしくは

「継続申請」を行った方は、「新規申請」、「継続申請」の修正が別途必要とな

ります。 
 
修正には、差戻しの手続きが必要となる場合がありますので入札参加資格申

請受付担当にご連絡ください。 
（電話：077-528-4985） 
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４ 提出書類について 

 提出書類は以下のとおりご提出ください。（送付先については４ページをご確認ください。） 

 

【滋賀県に提出する書類】 

 

必ず提出が必要な書類 

 

該当がある場合提出が必要な書類 

No 名称 備考 

１ 変更届（チェックリスト） 
変更申請を行った際は必ず郵送し

てください。 

No 変更事項 本店 
入札参加している支店

営業所 
注意事項 

１ 
本社（店）または支店営業

所の所在地 

履歴事項全部証明書の写し、委任

状（本店以外から入札参加してい

る場合） 

委任状 ― 

２ 本社（店）の商号・名称 

履歴事項全部証明書の写し、委任

状（本店以外から入札参加してい

る場合） 

委任状 ― 

３ 支店営業所名 ― 委任状 

入札参加している支店

営業所が閉鎖される

場合は事前に監理課

審査契約係担当にご

連絡ください。 

４ 

代表者職名、代表者氏名

（支店営業所の代表者（受

任者）の変更も含む） 

履歴事項全部証明書の写し、委任

状（本店以外から入札参加してい

る場合） 

委任状 ― 

５ 
郵便番号、電話番号、FAX

番号 
― ― ― 
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【大津市に提出する書類】 

大津市に申請している事業者のうち、該当する方は次の書類を提出してください。 

なお、大津市への変更申請手続きを急ぐ必要がある場合は、直接、大津市担当課へご連絡くだ

さい。 

また、法人成り若しくは事業承継については、内容・条件によって大津市では認められない場合

がありますので、直接大津市担当課へご連絡ください。 

〇大津市役所 契約検査課 TEL077-528-2720 

 

必ず提出が必要な書類（下表№１～４の変更事項に該当する場合） 

滋賀県に提出する変更届（チェックリスト）の写し 

該当がある場合提出が必要な書類 

№ 変更事項 提出書類 

1 本社（店）所在地 登記事項証明書（注１）、許可証明（登録通知）書 

2 商号又は名称 登記事項証明書（注１）、許可証明（登録通知）書、使用印鑑届（注２） 

3 本社の代表者（職・氏名） 登記事項証明書（注３）、許可証明（登録通知）書 

4 許可・登録等（注４） 許可証明（登録通知）書 

5 使用印鑑（注５） 使用印鑑届 

注１：法人事業者のみ 

注２：大津市指定様式 

６ 
個人事業の代替わり・法人

成 

【建設工事】 

経営規模等評価結果通知書写し 

【コンサルタント等業務】 

登録通知書または登録証明書写し 

【土木施設維持管理業務】 

提出書類なし 

― 

※なお、留保措置が必

要な団体がございます

ので注１をご確認くだ

さい。 

７ 

【建設工事および土木施設

維持管理業務のみシステ

ム対応可】入札参加（一

部）廃止 

 

【建設工事】 

様式第二十二号の四（第十条の三

関係）廃業届の写し 

【土木施設維持管理業務】 

提出書類なし 

― ― 

8 

【建設工事】一般建設業許

可⇔特定建設業許可の変

更 

建設業許可通知書の写し 
建設業許可通知書の

写し 
― 
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注３：個人事業者は、身分証明書を提出してください。 

注４：許可・登録等の変更において、許可登録期限の更新のみの場合は提出不要です。 

注５：システム上での変更がないため、使用印鑑届のみの提出となります。 

 

 

注１：留保措置に伴う提出書類について 

 以下の団体には個人事業の代替わり、法人成手続きを開始後速やかに以下の書類を送付して

ください。（詳細につきましては各団体へお問合せください。） 

 

〇滋賀県 

・様式第二十二号の四（第十条の三関係）廃業届の写し 

・様式第一号（第二条関係）建設業許可申請書の写し 

 

〇高島市 

①承継事案発生時 

・入札参加資格変更届（市指定様式） 

・様式第二十二号の四（第十条の三関係）廃業届の写し 

必要に応じて上記以外に別途書類の提出を求める場合があります。 

②承継手続き完了後 

・承継後の建設業許可の通知（写し） 

・承継後の経営事項審査通知書（写し）  

必要に応じて上記以外に別途書類の提出を求める場合があります。 

 

 


